〇東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、地震に対する非木造住宅の安全性の向上を図り、安心して住むことのできるまちづくりを推進するとともに、安全な居住環境に対する町民意識の向上を図るため、非木造住宅の耐震診断を行う者に対する補助金の交付について必要な事項を定める。
（用語の定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
（１）　既存非木造住宅　昭和５６年５月３１日以前に建築された鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅（戸建て、長屋及び共同住宅であって、併用住宅を含み、持ち家又は貸家の別を問わない。）をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア　国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
イ　販売を目的とするもの
（２）　構造設計一級建築士等　建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第１０条の２第３項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士、又は耐震改修支援センター（財団法人日本建築防災協会）の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士（以下「掲載建築士」という。）をいう。
（３）　非木造住宅耐震診断　既存非木造住宅の地震に対する安全性を構造設計一級建築士等が評価することをいう。
（補助対象者）
第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
（１）　現に居住の用に供している東洋町内の既存非木造住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。
（２） 東洋町税を滞納していない者であること。
（補助対象事業）
第４条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象者が行う東洋町内の既存非木造住宅の耐震診断で、次に揚げる要件のすべてを満たすものとする。
（１）　構造設計一級建築士等により実施するもの
（２）　構造耐力上独立した１棟を単位として、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第123 号）に基づく基本指針に定められた「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」の第２次診断法若しくは第３次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」で行う、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価を行うもの
（補助対象経費及び補助金額）
第５条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費の全部又は一部とする。
２　補助金の額は、1 戸につき８４，７００円とし前項に掲げる補助対象経費を超えない金額とする。
３　前項の規定に基づき算定された１棟あたりの補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。
（事業の認定）
第６条　補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする事業の着手前に、当該事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
２　前項の認定を受けようとする補助対象者は、耐震診断の着手予定日までに東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業認定申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
（１）　固定資産税課税明細書（写し）又はそれに準ずるもの
（２）　耐震診断に係る見積書
（３）　東洋町税完納証明書
（４）  構造設計一級建築士証（写し）（ただし、掲載建築士はこれを省略することができる。）
３  町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、これを認定したときは、東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業認定通知書（第２号様式）によって、これを認定しないときは、その旨を書面で当該申請をした補助対象者に通知するものとする。
（補助事業の変更承認等）
第７条  前条第１項の認定を受けた補助対象者（以下「補助事業者」という。）は、当該認定を受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業変更等承認申請書（第３号様式）に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を得なければならない。
２　町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の適否を決定し、東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業変更等決定通知書(第４号様式)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
（結果報告）
第８条　診断を行った構造設計一級建築士等は、診断の結果について直接補助事業者に説明を行い、耐震診断結果報告書受領書を当該補助事業者から受け取るものとする。
（実績報告）
第９条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに東洋町非木造住宅耐震診断費補金事業実績報告書（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
（１） 耐震診断結果報告書受領書
（２） 非木造住宅耐震診断結果報告書
（３） 耐震診断契約書（写し）
（４） 耐震診断代金領収書（写し）
（補助金の交付予定額の算定）
第１０条　町長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が当該補助事業の認定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付予定額を算定し、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付予定額通知書（第６号様式）によって補助事業者に通知するものとする。
（補助金の交付申請）
第１１条　補助金の交付を受けようとする補助事業者（以下「交付申請者」という。）は、補助金の交付を受けようとするときは、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付申請書（第７号様式）によって、町長に申請しなければならない。
２　前項の申請は、第６条第３項の東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業認定通知書を受理した日の翌日から起算して１年以内にしなければならない。
３　交付申請者は、第１項の申請にあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等（前条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定に基づき仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に当該金額に１００分の２５を乗じて得た額を加えた金額をいう。以下同じ。）があるときは、これを減額して申請しなければならない。
（補助金の交付決定）
第１２条　町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、適当と認めたときは、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書（第８号様式）によって、交付申請者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が別表に掲げるいずれかに該当すると認められるときを除く。
２　町長は、前項の審査により補助金の交付が適当でないと認めたときは、その旨を書面で交付申請者に通知するものとする。
３ 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
（交付申請の取下げ）
第１３条　交付申請者は、当該交付の内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付の決定の通知を受けた日から２週間以内に、その旨を書面で町長に届け出るものとする。
２　前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
（補助金の交付請求及び交付）
第１４条　交付申請者は、第１２条の通知を受けたときは、１ヵ月以内に東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付請求書（第９号様式）によって町長に補助金の交付を請求するものとする。
２　町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
（補助金の交付決定の取消し）
第１５条　町長は、交付申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１）　偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
（２）　補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
（３）　不適当と認められる方法によって補助事業を実施したとき。
（４）　補助事業を中止又は廃止したとき。
（５）　交付申請者が別表に掲げるいずれかに該当すると認められるとき。
（６）　前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
２　町長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を書面で交付申請者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第１６条　町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
（調査等）
第１７条　町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、交付申請者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
（整備保管）
第１８条　交付申請者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。
（その他）
第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

付　則
この要綱は、公布の日から施行し、令和７年９月１日から適用する。



別表（第１２条、第１５条関係）
(１)　暴力団（高知県暴力団排除条例（平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（暴排条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。
(２) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
(３)　その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。
(４) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(５)　暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(６) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(７)　いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(８)　業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(９)　その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。


第１号様式（第６条関係）

年	月	日

東洋町長	様

住所申請者 氏名
電話番号

東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業認定申請書
東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱第６条第２項の規定に基づき、下記の事業について、補助事業の認定を申請します。
この申請書並びに添付書類に記載された内容を、個人が特定できない範囲で耐震対策関連事業の普及及び啓発目的で利用することに同意します。

記


	



建 築 物
	所	在	地
	

	
	所	有	者
	

	
	建 築 時 期
	年	月頃 竣工	・ 不明

	
	
延べ床面積
	１階
	２階
	３階
	地階
	合計

	
	
	
	
	
	
	

	耐 震 診 断 着 手 予 定 日
	年 月 日

	耐 震 診 断 完 了 予 定 日
	年 月 日

	診断する構造設計一級建築士等の氏名
	

	所属する設計事務所等の名称
	

	耐 震 診 断 費 （ 見 積 額 ）
	


添付書類
（１）  固定資産税課税明細書（写し）又はそれに準ずるもの
（２）　耐震診断に係る見積書
（３）  東洋町税完納証明書、高知県税納税証明書
（４） 構造設計一級建築士証(写し)(ただし、掲載建築士はこれを省略することができる)

第２号様式（第６条関係）


番　　号
年	月	日


様

東洋町長

東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業認定通知書

年  月  日付け補助事業認定申請については、下記のとおり認定したので、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱第６条第３項の規定に基づき通知します。

記

	



建 築 物
	所	在	地
	

	
	所	有	者
	

	
	建 築 時 期
	年	月頃 竣工	・ 不明

	
	
延べ床面積
	１階
	２階
	３階
	地階
	合計

	
	
	
	
	
	
	

	耐 震 診 断 着 手 予 定 日
	年 月 日

	耐 震 診 断 完 了 予 定 日
	年 月 日

	診断する構造設計一級建築士等の氏名
	

	所属する設計事務所等の名称
	

	耐 震 診 断 費 （ 見 積 額 ）
	




認定の条件
（１）　この補助事業認定通知書を受けた日の翌日から起算して１年以内に補助金の交付申請を行うこと。
（２）  事業内容を変更又は中止する場合は、あらかじめ町長に申請し、承認を受けること。

第３号様式（第７条関係）

年	月	日

東洋町長	様

住所申請者 氏名
電話番号




東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業変更等承認申請書



年	月	日付け　東洋町指令総務第	号によって  事業認定・変更承認  を受けた東洋町非木造住宅耐震診断費補助金について、下記のとおり事業内容の  変更・中止 をしたいので、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱第７条第１項の規定に基づき、変更等の承認を申請します。


記



１  変更等の理由




２  変更等の内容

第４号様式（第７条関係）
番　　号
年	月 日

様







東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業変更等決定通知書



年	月	日付け補助事業変更等承認申請については、変更内容を承認したので、東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業綱第８条第２項の規定に基づき通知します。


記



・変更等の内容

第５号様式（第９条関係）

年	月	日



東洋町長	様



住所
申請者	氏名
電話番号




東洋町非木造住宅耐震診断費補助事業実績報告書



年    月  日付け　東洋町指令総務第    号によって  事業認定・変更承認  を受けた東洋町非木造住宅耐震診断費補助金について、補助事業が完了したので、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱第９条の規定に基づき、下記のとおり報告します。


記



１ 実績額	金	円

２  事業完了年月日	年	月	日

３ 添付書類
（１）  耐震診断結果報告書受領書
（２）  非木造住宅耐震診断結果報告書
（３）  耐震診断契約書（写し）
（４）  耐震診断代金領収書（写し）

第６号様式（第10条関係）


番　　号
年	月	日




様

東洋町長




東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付予定額通知書




年    月    日付けで実績報告のありました東洋町非木造住宅耐震診断費補助金については、下記のとおり補助金の交付予定額を算定したので、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱第１０条の規定に基づき通知します。


記



補助金交付予定額	金	円

第７号様式（第11条関係）

年	月	日　

東洋町長	様

住所申請者 氏名
電話番号

東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付申請書
年    月    日付け    東    第    号によって補助金交付予定額通知を受けた東洋町非木造住宅耐震診断費補助金について交付を受けたいので、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱第１１条第１項の規定に基づき申請します。

記

１  補助金交付申請額	金	円

２  補助金交付予定額	金	円

第８号様式（第12条関係）

番　　号
年	月	日



様



東洋町長



東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書



年  月  日付けで交付申請のありました東洋町非木造住宅耐震診断費補助金については、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱第１２条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。


記



１  補助金交付決定金額	金	円



２ 交付の条件
（１）  この補助金は、申請事業以外に使用してはならない。
（２）  東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱を遵守すること。
（３）  この指令に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
（４）  この補助金については、本町職員が調査し、又は監査委員が監査することがある。

第９号様式（第14条関係）

年	月	日　


東洋町長	様


住 所
申請者	氏 名	印


東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付請求書


年  月  日付け    東    第    号によって交付決定を受けた東洋町非木造住宅耐震診断費補助金について、東洋町非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱第１４条第１項の規定に基づき、下記のとおり請求します。

記


１  補助金交付請求金額	金	円

２ 振込先
	金融機関・支店
	

	口座種類・番号
	□ 普通	□ 当座
	
	
	
	
	
	
	

	
口座名義人
	（フリガナ）

	
	




